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号第
  令和7年5月27日

                        分任契約担当官

                        陸上自衛隊大久保駐屯地

                        第３９７会計隊長  八木　健作

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

5QGW12500540 5RQ01CT0005

TM123.00

大久保駐屯地業務隊

令和7年6月16日（月）～令和7年10月17日（金）管理科営繕班　谷岡ＣＶ

大久保駐屯地業務隊管理科　ボイラー室

0001

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

予定数量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊大久保駐屯地　第３９７会計隊　契約班窓口

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：

　　入札日時場所　：令和7年6月2日（月）10時30分　第３９７会計隊入札室

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：単価　契約方式：一般競争

７　注意事項

（１）　競争に参加する者に必要な資格に関する事項

　　　　次の各項目のすべての条件を満たす者

　（ア）令和７･８･９年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」Ｄ等級以上（近畿地区）の資格を有する者

　（イ）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、

　　　契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　（ウ）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

　（エ）都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続してい

　　　る有資格者については、競争参加を認めない。

　（オ）入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する

　　　よう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。

　（カ）入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

　（キ）契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）

　（ク）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調整に係る指名停

　　　止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。

　（ケ）前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又

　　　は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

　（コ）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名

　　　停止権者が認めた場合には、この限りでない。
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（２）　違約金に関する事項

　　　　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみ

　　　なし、落札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、落札者が契約を履行しない場合は、契約金額の

　　　１００分の１０以上を違約金として徴収する。

（３）　入札方法

　　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加

　　　算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わら

　　　ず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記

　　　載すること。（１円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。）

（４）　入札の無効

　（ア）第２項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

　（イ）入札に関する条項に違反した入札

　（ウ）入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

（５）　契約書の作成

　（ア）契約書は作成し、提出すること。契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。

　（イ）適用する契約条項

　　　　「労働派遣契約条項」

　　　　「談合等の不正行為に関する特約条項」

　　　　「暴力団排除に関する特約条項」

　　　　「保有個人情報に関する特約条項」

　　　　「単価契約に関する特約条項」

（６）　押印の省略について

　　　　契約書以外の書類への押印省略は可能とする。契約書以外の書類への押印を省略する場合は、責任者の氏名及び担当

　　　者の氏名と担当者の連絡先の３項目を記入すること。記載された連絡先には、必要に応じ、当方から連絡する場合があ

　　　る。従来どおり、契約書以外の書類への押印を省略しない場合は、責任者と担当者の氏名及び担当者の連絡先の記入は

　　　不要とする。

（７）　その他

　（ア）仕様書及び入札資料は、下記に示す期間、第３９７会計隊契約班窓口において配布する。

　　　令和７年５月２７日（火）～令和７年６月２日（月）（土曜日曜祝日を除く０８３０～１６３０）

　（イ）落札の決定は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の

　　　入札をした者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

　（ウ）郵便による入札については、入札日前日の１７時００分必着分までを有効とする。また、必ず便着の確認をすること

　　　なお、入札金額が同額による場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途

　　　連絡する。

　（エ）電報・電話等による入札は認めない。

　（オ）入札に参加する者は、入札資料受け取りまでに資格審査結果通知書の写しを提出すること。（メール又はＦＡＸ）

　（カ）代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。

　（キ）市場価格調査は、令和７年５月３０日（金）１２時００分までに提出をお願いする。（メール又はＦＡＸ）

　（ク）入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊大久保駐屯地　第３９７会計隊　契約班にて掲載している。

　（ケ）入札に先立ち、現場確認が必要な者は個別に調整されたい。

　　　　現場確認調整先：陸上自衛隊大久保駐屯地　業務隊　担当：谷岡　　（内線３１６）

　（コ）不明な事項等の問い合わせ先

　　　　〒６１１－００３１　京都府宇治市広野町風呂垣外１の１　陸上自衛隊大久保駐屯地

　　　　ＴＥＬ　０７７４－４４－０００１

　　　　ＦＡＸ　０７７４－４３－１８１８

　　　 a　入札に関する事項

　　　　  第３９７会計隊　契約班　担当：山﨑　　（内線３６５）

　　　 b  仕様書等に関する事項

　　　　  大久保駐屯地業務隊　担当：谷岡　　（内線３１６）　

本公告は、陸上自衛隊大久保駐屯地　第３９７会計隊　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

　　　　　陸上自衛隊中部方面会計隊ＨＰ
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労働者派遣（ボイラー運転）
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大久保駐屯地業務隊管理科　ボイラー室

管理科営繕班　谷岡ＣＶ

大久保駐屯地業務隊

令和7年6月16日～令和7年10月17日
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表紙含む全１０枚

労働者派遣（ボイラー運転）

大久保駐屯地業務隊

名　　称 労働者派遣（ボイラー運転）
陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科



　１　総  則

  　　適用範囲

　　　本仕様書は、陸上自衛隊大久保駐屯地のボイラー運転に係る労働者の派遣について規定する。

　２　派遣に関する業務内容等

　 (1)  一般事項

 　　 ア　勤務場所

 　　　　 陸上自衛隊大久保駐屯地ボイラー室

　　　イ　派遣人員及び期間・日数

　　　　　別紙第１のとおり

　　　ウ　就業時間、休憩時間、休日等

　　 　(ｱ)  就業時間、休憩時間等

　　　　　　別紙第１のとおり

　　 　(ｲ)  休日労働の有無

　　　  　  有（シフト勤務）

　　　 (ｳ)　所定就業時間外労働の有無

　　　　　　無

　　　エ　勤務予定表

　　　　　別紙第２のとおり

 　(2)　業務内容

　 　 ア　ボイラー運転業務

　　　　　炉筒煙管ボイラー４．０ｔ×１基、６．０t×１基の運転業務

　　　イ　蒸気送気業務

   　　　 蒸気ヘッダーから建物７系統への送気業務

　　　ウ　運転記録業務

 　       運転日誌作成

　 (3)　業務を遂行するために必要とされる資格等

　　　ア　２級ボイラー技士以上の資格を有する者

　　　イ　炉筒煙管ボイラー及び貫流ボイラーの運転業務の経験を有する者

　　　ウ　派遣者は労働派遣者が確定したら、上記該当の免状の写しを指揮命令者に提出するものとす

        る。

　　　エ　日本国籍を有し、かつ日本語で意思疎通ができること

　 (4)　その他

　　　　派遣労働者の服装は、派遣元で用意し、清潔に維持するものとする。

仕　様　書

名　　称 予定時間 備　　考

時間861.00労働者派遣(ボイラー運転)
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　３　派遣労働者が従事する組織単位

　　　陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班

　４　指揮命令者及び指揮命令者の役割

　 (1)　指揮命令者

　　　　陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班ボイラー係長

　 (2)　指揮命令補助者

　　　　陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班ボイラー主任

　 (3)　指揮命令者の役割

　　　　就業場所において、派遣労働者に作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。

　　

　５　派遣先責任者及び事務範囲

　 (1)　派遣先責任者

　　　　陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班長

　 (2)　派遣先責任者の事務範囲

　  　ア　指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知

　　　イ　派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業主との連絡調整

　　　ウ　派遣先管理台帳の作成・保存に関すること

　　　エ　派遣労働者からの苦情申立があった場合の処理

　　　オ　その他必要と認められるもの

　６　派遣元責任者の通知

　　　派遣元は、契約締結後、速やかに派遣元責任者を契約担当官等へ通知するものとする。なお、通

　７　派遣労働者への便宜供与及び福利厚生に関する措置

　 (1)　業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部（休憩所、トイレ、指定するロッカー等）、機

　　　器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。但し、これらの使用にあたって

　　　は、善良な管理者の注意義務をもってこれをしなければならない。

　 (2)　前号に規定するもの以外の消耗品等は派遣元において負担するものとする。

　８　派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置

　　　労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者

　　を雇用する場合には、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。

　９　安全・衛生及び健康管理

　　　派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。また、派遣元事業は

　　派遣労働者の健康管理に十分配慮しなければならない。

　　知内容については、会社名、役職、氏名及び連絡先とする。
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　10　労働・社会保険の加入

　　　派遣元事業者は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、当該派遣労働者

　　を労働・社会保険に加入させなければならない。

　11　派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定するか否かの別

　　　無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定しない。

　12　派遣労働者からの苦情処理

　 (1)  派遣先での苦情の申出を受ける者

　　　　派遣先責任者

　 (2)　苦情処理の方法、連携体制等

　　　　派遣労働者から苦情の申出を受けたときには、派遣元責任者へ通知するとともに密接な連携の

　　　もと、各々の当該責任者が中心となって、誠意を持って遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理

　　　を図ることとする。

　　　　ただし、自らではその解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。

　13　秩序維持

　　　派遣元は、派遣労働者が指揮命令に忠実に従い、派遣先の職場の規律、秩序及び施設管理上の諸

　　規則等を遵守し、違反しないよう適切な教育・指導の措置を講じること。

　14　守秘義務の遵守

　　　派遣元及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項（個人情報含む）について守秘義務を

　　負う。派遣期間終了後においても同様とする。

　　　また、派遣元は、派遣労働者に対して守秘義務を遵守させるものとする。

　15　派遣労働者の継続性の確保

　 (1)  派遣元は、むやみに派遣労働者を交代してはならない。

　 (2)  派遣労働者の病気、事故、長期にわたる年次休暇等の取得その他の理由により欠員が生じる場

　　　合は、派遣元は責任を持って交代要員を確保すること。

　16　派遣労働者の交代

　 (1)  派遣先責任者は、以下のいずれかの事情が発生した場合は、その理由を示して、派遣労働者の

　　　交代を求めることができるものとする。

　　　ア　業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合

　　　イ　指揮命令に従わない場合

　　　ウ　正当な理由なく作業を著しく遅延し、または、作業に着手しない場合

　　　エ　作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合

　　　オ　職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、守秘義務等に違反した場合

　 (3)　派遣元は契約締結後、苦情処理担当者を指定し氏名を契約担当官等へ通知するものとする。
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　 (2)　派遣元の都合により派遣労働者を交代する場合には、派遣元は速やかに派遣先責任者あてに通

　　　知するとともに確実な事務引継を行い、以降の業務に支障が生じないように措置を講じること。

　　　　ただし、派遣労働者が急病等やむをえない事情により交代させる必要が生じた場合は、派遣先

　　　責任者の了解を得て交代させる事ができるものとする。　

　　

　17　検　査

　　　検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

　18　その他

　 (1)　派遣先は、派遣元が行う派遣労働者に対する教育・研修に協力するものとする。

　 (2)　日々、派遣労働者は労働者派遣実施記録表（別紙第３）及び作業日誌（官側様式）を指揮命令

　　　者に提出し、作業の点検・確認を受けるものとする。

　 (3)　本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当者等と協議するものとする。

　 (4)　その他官側が必要とする書類を提出すること。
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別紙第１

１　期　間（基準）

　　令和７年６月１６日から令和７年１０月１７日まで

２　派遣人員（基準）

　　２名

３　派遣労働時間・日数

月 派遣日数

6 15 105.00  時間 15.0  時間 90.0  時間

7 31 217.00  時間 31.0  時間 186.0  時間

8 31 217.00  時間 31.0  時間 186.0  時間

9 30 210.00  時間 30.0  時間 180.0  時間

10 16 112.00  時間 16.0  時間 96.0  時間

合　計 123 861.00  時間 123.0  時間 738.0  時間

7.00  時間 1.0  時間 6.0  時間１回あたりの労働時間

派遣人員及び派遣労働時間・日数

派遣労働時間(予定)
Ｃ＝Ａ+Ｂ

所定就業時間(予定)
Ａ

21:30～22:00
5:00～5:30

1時間

深夜労働(予定)
Ｂ

22:00～5:00

6時間
（休憩時間１時間）
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月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

派遣者Ａ 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当

派遣者Ｂ 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

派遣者Ａ 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明

派遣者Ｂ 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

派遣者Ａ 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当

派遣者Ｂ 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

派遣者Ａ 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当

派遣者Ｂ 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

派遣者Ａ 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明

派遣者Ｂ 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明 当 明

凡　例

当：当直勤務　21:30～24:00

明：明勤務　　24:00～ 5:30（休憩時間01：00～02：00）

10

9

別紙第２

勤務予定表（基準）

7

8

6
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別紙第３

所 在 地

名 称

所 在 地

氏 名

始業時刻 終業時刻 始業時刻 終業時刻

1 ： ：
：
～
：

17 ： ：
：
～
：

2 ： ：
：
～
：

18 ： ：
：
～
：

3 ： ：
：
～
：

19 ： ：
：
～
：

4 ： ：
：
～
：

20 ： ：
：
～
：

5 ： ：
：
～
：

21 ： ：
：
～
：

6 ： ：
：
～
：

22 ： ：
：
～
：

7 ： ：
：
～
：

23 ： ：
：
～
：

8 ： ：
：
～
：

24 ： ：
：
～
：

9 ： ：
：
～
：

25 ： ：
：
～
：

10 ： ：
：
～
：

26 ： ：
：
～
：

11 ： ：
：
～
：

27 ： ：
：
～
：

12 ： ：
：
～
：

28 ： ：
：
～
：

13 ： ：
：
～
：

29 ： ：
：
～
：

14 ： ：
：
～
：

30 ： ：
：
～
：

15 ： ：
：
～
：

31 ： ：
：
～
：

16 ： ：
：
～
：

1 ： ：
：
～
：

合計

上記のとおり労働者派遣作業が完了したことを確認する。

　令和　　　年　　　月　　　日

作業者
印

就業時間
曜日

就業時間
日確認印

作業者
印

所　属 階　級

　　　日間

労働者派遣実施記録表（　　月）

氏　名

確認印

事業所

契約相手方

　京都府宇治市広野町風呂垣外１－１

　陸上自衛隊大久保駐屯地

日 曜日 休憩時間 休憩時間

検査官

 7」


